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(57)【要約】
【課題】超音波検査システムにおいて、既に実行された
超音波検査をベースとして検査プロトコルを簡便に作成
できるようにする。
【解決手段】超音波検査中に行われた複数の操作を表す
複数の操作情報が画像列に埋め込まれ、これにより機能
的画像列が生成され、それが記録される。再生された機
能的画像列から複数の操作情報が取り出され、それらに
基づいて検査プロトコルが作成される。検査プロトコル
は、超音波検査を構成する各工程での動作条件を定義し
たデータである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
超音波検査で取得された複数の画像からなる画像列に対してその取得過程で行われた複数
の操作を表す複数の操作情報を付加し、これにより機能的画像列を生成する機能的画像列
生成手段と、
　前記機能的画像列の再生により前記複数の操作情報を取り出し、前記複数の操作情報に
基づいて検査プロトコルを作成する検査プロトコル作成手段と、
　前記検査プロトコルに従って前記超音波検査を構成する各工程において動作条件を設定
する検査プロトコル実行手段と、
　を含むことを特徴とする超音波検査システム。
【請求項２】
　請求項1記載のシステムにおいて、
　前記各操作情報は画像中の所定エリア内に符号情報として埋め込まれる、
　ことを特徴とする超音波検査システム。
【請求項３】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記各操作が行われたタイミングで前記画像列中に前記各操作情報が埋め込まれる、
　ことを特徴とする超音波検査システム。
【請求項４】
　請求項２記載のシステムにおいて、
　前記検査プロトコル作成手段は、前記再生された機能的画像列を構成する各画像におけ
る所定エリアを参照することにより、前記複数の操作情報を取り出す手段を含む、
　ことを特徴とする超音波検査システム。
【請求項５】
　請求項４記載のシステムにおいて、
　前記検査プロトコル作成手段は、
前記複数の操作情報に対して前記超音波検査を構成する複数の工程に対応する複数のチャ
プタを定義する手段と、
前記各チャプタ内の１又は複数の操作に基づいて当該チャプタに対応する工程に対して動
作条件を定義する手段と、
を含むことを特徴とする超音波検査システム。
【請求項６】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記各操作は、ユーザーにより行われた全操作の内で前記検査プロトコルの内容に影響
を与える操作である、　
　ことを特徴とする超音波検査システム。
【請求項７】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　少なくとも前記機能的画像列生成手段及び前記検査プロトコル実行手段として機能する
超音波診断装置を含む、
　ことを特徴とする超音波検査システム。
【請求項８】
　請求項７記載のシステムにおいて、
　前記機能的画像列をデジタル情報又はアナログ情報として記録及び再生する画像記録装
置を含む、
　ことを特徴とする超音波検査システム。
【請求項９】
　請求項７記載のシステムにおいて、
　前記超音波診断装置は更に前記検査プロトコル作成手段として機能する、
　ことを特徴とする超音波検査システム。
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【請求項１０】
　請求項７記載のシステムにおいて、
　前記超音波診断装置とは別の装置であって前記検査プロトコル作成手段を備える情報処
理装置を含む、
　ことを特徴とする超音波検査システム。
【請求項１１】
　超音波検査で取得された複数の画像からなる画像列に対してその取得過程で行われた複
数の操作を表す複数の操作情報を付加し、これにより機能的画像列を生成する機能的画像
列生成手段と、
　前記機能的画像列を画像記録装置へ出力する手段と、
　を含み、
　前記機能的画像列は、前記超音波検査を構成する各工程での動作条件を定義する検査プ
ロトコルを作成するための画像列である、
　ことを特徴とする機能的画像列生成装置。
【請求項１２】
　画像記録装置から機能的画像列を入力する手段と、
前記機能的画像列に埋め込まれていた複数の操作情報を取り出し、当該複数の操作情報に
基づいて検査プロトコルを作成する検査プロトコル作成手段と、
　を含み、
　前記機能的画像列は、超音波検査で取得された複数の画像からなる画像列に対してその
取得過程で行われた複数の操作を表す複数の操作情報を付加することにより生成された画
像列であり、
　前記検査プロトコルは、前記超音波検査を構成する各工程においてユーザーに代わって
動作条件を設定するためのデータにより構成される、
　ことを特徴とする検査プロトコル作成装置。
【請求項１３】
　超音波診断装置において機能的画像列生成方法を実行するためのプログラムであって、
　前記機能的画像列生成方法は、
　超音波検査で取得された複数の画像からなる画像列に対してその取得過程で行われた複
数の操作を表す複数の操作情報を付加し、これにより機能的画像列を生成する工程と、
　前記機能的画像列を出力する工程と、
　を含み、
　前記機能的画像列は、前記超音波検査を構成する各工程での装置動作条件を定義する検
査プロトコルを作成するための画像列である、
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項１４】
　情報処理装置において検査プロトコル作成方法を実行するためのプログラムであって、
　前記検査プロトコル作成方法は、
　機能的画像列を入力する工程と、
　前記機能的画像列に埋め込まれていた複数の操作情報を取り出し、当該複数の操作情報
に基づいて検査プロトコルを作成する工程と、
　を含み、
　前記機能的画像列は、超音波検査で取得された複数の画像からなる画像列に対してその
取得過程で行われた複数の操作を表す複数の操作情報を付加することにより生成された画
像列であり、
　前記検査プロトコルは、前記超音波検査を構成する各工程においてユーザーに代わって
動作条件を設定するためのデータにより構成される、
　ことを特徴とするプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波検査システム、機能的画像列生成装置及び検査プロトコル作成装置に
関し、特に、超音波画像の記録再生、及び、検査プロトコルの作成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波の送受波により超音波画像を形成する装置である。超音波診
断装置における動作モード（超音波診断モード）として、Ｂモード、Ｍモード、ドプラモ
ード、ＣＦＭ（カラーフローマッピング）モード等が知られている。また、ハーモニック
イメージングモード、２画面同時表示モード等も知られている。
【０００３】
　検査目的や診断臓器等に応じて超音波検査の手順が定められている。例えば、心臓の超
音波検査においては、それを構成する一連の工程（画像取得工程）が事前に決められてお
り、個々の工程が順番に実行される。各工程の最初の段階では、一般に、超音波診断モー
ドを含む動作条件がマニュアルで設定される。各工程の最後の段階では、一般に、超音波
診断装置がフリーズ状態とされた上で、超音波画像（静止画像、動画像）がマニュアル操
作でストア（保存）される。通常、工程間において動作モードが切り換えられる。１つの
工程内に１又は複数の計測（超音波画像上での距離計測、面積計測等）が含まれることも
ある。なお、フリーズ状態は、一般に、送受信を停止した状態であり、画像メモリに対し
て新たな画像データの書き込みが行われない状態である。
【０００４】
　超音波検査の際にユーザー操作を支援する技術として操作アシスト機能が提供されてい
る。その機能によれば、検査プロトコルに従って超音波検査を構成する各工程における動
作条件が自動的に設定され、また、工程ごとに動作モードが自動的に変更される。一般に
、検査プロトコルは、工程ごとに、動作モード、モード実行条件、表示条件、画像保存条
件等を定義するデータにより構成されるものである。個々の工程は画像観察の観点からビ
ュー（View）とも称される。検査プロトコルには複数の工程の実行順序の定義も含まれる
。各工程の開始時に動作モード等の動作条件が自動的に設定され、各工程は所定の操作（
例えば画像保存後のフリーズ解除）によって終了し、次の工程の実行が自動的に開始され
る。
【０００５】
　なお、特許文献１には検査プロトコルに従って動作する超音波診断装置が記載されてい
る。特許文献２には検査プロトコルの自動生成に関連する事項が記載されている。特許文
献３には操作履歴の記録に関する技術が開示されている。しかし、それらの特許文献には
超音波画像に基づく検査プロトコルの作成については開示されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平９－８４７８６号公報
【特許文献２】特開２０１５－１１６３３１号公報
【特許文献３】特開２００８－２３００８公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　検査プロトコルは、一般に、医者、検査技師等の検査者によって、又は、それに代わる
者（医療スタッフ、サービスマン等）によって、作成される。実際の超音波検査を行いな
がら検査プロトコルを作成することも可能であるが、その場合には超音波検査に専念、集
中し難い。このため、被検者がいない状況で、実際の超音波検査を具体的にイメージしな
がら検査プロトコルが作成される場合が多い。いずれにしても検査プロトコルの作成者に
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は負担が生じる。特に、検査者に代わって別人が検査プロトコルを作成する場合、検査者
本人の手技通りに又はその希望に沿って検査プロトコルを作成する必要があるが、そのよ
うな要望を満たすにはその作成者に大きな負担が生じる。
【０００８】
　本発明の目的は、検査プロトコルを簡便に作成できるようにすることにある。あるいは
、本発明の目的は、既に行われた超音波検査を基礎として検査プロトコルを作成できる仕
組みを実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
（１）本発明に係る超音波検査システムは、超音波検査で取得された複数の画像からなる
画像列に対してその取得過程で行われた複数の操作を表す複数の操作情報を付加し、これ
により機能的画像列を生成する機能的画像列生成手段と、前記機能的画像列の再生により
前記複数の操作情報を取り出し、前記複数の操作情報に基づいて検査プロトコルを作成す
る検査プロトコル作成手段と、前記検査プロトコルに従って前記超音波検査を構成する各
工程において動作条件を設定する検査プロトコル実行手段と、を含むことを特徴とするも
のである。
【００１０】
　上記構成によれば、画像列に対する複数の操作情報の付加により機能的画像列（特定目
的を実現するための機能又は役割をもった画像列）が生成される。機能的画像列の再生過
程において複数の操作情報が取り出される。それらは超音波検査過程で行われた複数の操
作を表すものである。取り出された複数の操作情報に基づいて検査プロトコルが自動的又
は半自動的に作成され、あるいは、取り出された複数の操作情報が検査プロトコルを作成
、編集又は修正する者に対して提供される。
【００１１】
　よって、既に実行された超音波検査を画像として再現しながらその超音波検査において
行われた複数の操作を基礎として検査プロトコルを作成できる。これにより検査プロトコ
ル作成時における作成者の負担を大幅に軽減できる。特に、超音波検査を行った者とは異
なる者によってその超音波検査を反映した検査プロトコルを作成することが可能となる。
【００１２】
　上記の画像列は、望ましくは、超音波検査の全過程を連続的に記録した動画像であるの
が望ましいが、各操作が行われた時点での画像を含む画像集合として画像列が構成されて
もよい。超音波検査の過程で行われた全操作が機能的画像列に反映されてもよいが、超音
波検査過程で行われた全操作の内で主要な又は一部の操作だけが機能的画像列へ反映され
てもよい。検査プロトコル作成の観点から記録すべき操作か否か事前に指定しておけばよ
い。再生時において検査プロトコルに反映すべき操作か否かを事後的に判断してもよい。
操作情報に操作の種別、設定値、状態値等が含まれてもよい。画像への操作情報の付加に
際しては、その画像の一部として又はその画像の内容として操作情報を埋め込むのが望ま
しい。そのような構成によれば、機能的画像列を様々な汎用画像記録機器において記録す
ることが可能となる。もっとも、画像と操作情報が相互に分離可能な状態で、画像に対し
て操作情報を付加することも考えられる。フリーズ状態においても機能的画像列の生成つ
まり操作情報の付加を行うのが望ましい。そのような構成によればフリーズ状態において
行われた操作を記録及び再生できる。
【００１３】
　上記構成において、望ましくは、前記各操作情報は画像中の所定エリア内に符号情報と
して埋め込まれる。符号情報は可視情報又は不可視情報である。一般に符号情報は人間に
は不可読の情報であるが、それを可読情報として構成してもよい。
【００１４】
　上記構成において、望ましくは、前記各操作が行われたタイミングで前記画像列中に前
記各操作情報が埋め込まれる。これによれば必要以上の埋め込みを回避できる。操作タイ
ミング直後の所定時間にわたって同じ操作情報が連続的に付加されてもよい。定期的な間
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隔で操作情報が間欠的に付加されてもよい。
【００１５】
　上記構成において、望ましくは、前記検査プロトコル作成手段は、前記再生された機能
的画像列を構成する各画像における所定エリアを参照することにより、前記複数の操作情
報を取り出す手段を含む。
【００１６】
　上記構成において、望ましくは、前記検査プロトコル作成手段は、前記複数の操作情報
に対して前記超音波検査を構成する複数の工程に対応する複数のチャプタを定義する手段
と、前記各チャプタ内の１又は複数の操作に基づいて当該チャプタに対応する工程に対し
て動作条件を定義する手段と、を含む。１つのチャプタが１つの工程（画像取得工程）に
対応する。逆に言えば、工程ごとに動作条件（動作モード、モード実行条件、表示条件、
記録方式等）を設定できるように、時系列順で並ぶ複数の操作に対して複数のセグメント
又は区間としての複数のチャプタが定義される。
【００１７】
　上記構成において、望ましくは、前記各操作は、ユーザーにより行われた全操作の内で
前記検査プロトコルの内容に影響を与える操作である。少なくともそのような操作につい
て操作情報が記録及び再生されれば検査プロトコルの内容の全部又は主要部を自動的に取
り込むことが可能である。個々の動作モードの実行開始時の動作条件や適用されたプリセ
ット（パラメータ集合）を特定できるように、それらを表す情報を画像列中に埋め込むの
が望ましい。
【００１８】
　上記構成において、望ましくは、少なくとも前記機能的画像列生成手段及び前記検査プ
ロトコル実行手段として機能する超音波診断装置を含む。上記構成において、望ましくは
、前記機能的画像列をデジタル情報又はアナログ情報として記録及び再生する画像記録装
置を含む。上記構成において、望ましくは、前記超音波診断装置は更に前記検査プロトコ
ル作成手段として機能する。上記構成において、望ましくは、前記超音波診断装置とは別
の装置であって前記検査プロトコル作成手段を備える情報処理装置を含む。
【００１９】
（２）本発明に係る超音波診断装置は、超音波検査で取得された複数の画像からなる画像
列に対してその取得過程で行われた複数の操作を表す複数の操作情報を付加し、これによ
り機能的画像列を生成する機能的画像列生成手段と、前記機能的画像列を画像記録装置へ
出力する手段と、を含み、前記機能的画像列は、前記超音波検査を構成する各工程での動
作条件を定義する検査プロトコルを作成するための画像列である、ことを特徴とするもの
である。上記超音波診断装置が更に検査プロトコル実行機能を備えていてもよい。
【００２０】
（３）本発明に係る検査プロトコル作成装置は、画像記録装置から機能的画像列を入力す
る手段と、前記機能的画像列に埋め込まれていた複数の操作情報を取り出し、当該複数の
操作情報に基づいて検査プロトコルを作成する検査プロトコル作成手段と、を含み、前記
機能的画像列は、超音波検査で取得された複数の画像からなる画像列に対してその取得過
程で行われた複数の操作を表す複数の操作情報を付加することにより生成された画像列で
あり、前記検査プロトコルは、前記超音波検査を構成する各工程においてユーザーに代わ
って動作条件を設定するためのデータにより構成される、ことを特徴とするものである。
検査プロトコル作成装置は、超音波診断装置、情報処理装置等によって構成される。
【００２１】
（４）本発明に係る機能的画像列生成方法は、超音波検査で取得された複数の画像からな
る画像列に対してその取得過程で行われた複数の操作を表す複数の操作情報を付加し、こ
れにより機能的画像列を生成する工程と、前記機能的画像列を出力する工程と、を含み、
前記機能的画像列は、前記超音波検査を構成する各工程での動作条件を定義する検査プロ
トコルを作成するための画像列である、ことを特徴とする。この機能的画像列生成方法は
プログラムの機能として実現され、そのプログラムは可搬型記憶媒体又はネットワークを
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介して超音波診断装置又は情報処理装置にインストールされる。
【００２２】
（５）本発明に係る検査プロトコル作成方法は、機能的画像列を入力する工程と、前記機
能的画像列に埋め込まれていた複数の操作情報を取り出し、当該複数の操作情報に基づい
て検査プロトコルを作成する工程と、を含み、前記機能的画像列は、超音波検査で取得さ
れた複数の画像からなる画像列に対してその取得過程で行われた複数の操作を表す複数の
操作情報を付加することにより生成された画像列であり、前記検査プロトコルは、前記超
音波検査を構成する各工程においてユーザーに代わって動作条件を設定するためのデータ
により構成される、ことを特徴とする。この検査プロトコル生成方法はプログラムの機能
として実現され、そのプログラムは可搬型記憶媒体又はネットワークを介して超音波診断
装置又は情報処理装置にインストールされる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、検査プロトコルを簡便に作成できる。あるいは、本発明の目的は、既
に実行された超音波検査を基礎として検査プロトコルを自動的に作成できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の実施形態を示すブロック図である。
【図２】検査プロトコルの構成例を示す概念図である。
【図３】機能的画像列の生成・記録と機能的画像列の再生・検査プロトコル作成とを示す
概念図である。
【図４】操作情報の埋め込み例を示す図である。
【図５】操作情報が間欠的に埋め込まれた機能的画像列を示す図である。
【図６】操作情報が逐次的に埋め込まれた機能的画像列を示す図である。
【図７】検査プロトコル作成用画像の一例を示す図である。
【図８】検査プロトコル作成に係る第1動作例を示す図である。
【図９】検査プロトコル作成に係る第２動作例を示す図である。
【図１０】情報処理装置での検査プロトコル作成を説明するための図である。
【図１１】非表示領域への操作情報の埋め込みを示す図である。
【図１２】不可視の操作情報の埋め込みを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２６】
　図１には本発明に係る超音波検査システムの好適な実施形態が示されている。この超音
波検査システムは、病院等の医療機関に設置され、生体に対する超音波の送受波により得
られた受信データに基づいて超音波画像を形成するシステムである。
【００２７】
　図１において、超音波検査システムは、図示の例において、超音波診断装置１０及び画
像記録機器１２により構成される。超音波診断装置１０は、以下に詳述するように、機能
的画像列生成装置、検査プロトコル作成装置及び検査プロトコル実行装置として機能する
。超音波診断装置に表示される超音波画像としては、Ｂモード画像、Ｍモード画像、ＣＦ
Ｍ（カラーフローマッピング）画像、ドプラ画像、高調波画像、三次元画像等があげられ
る。そのような画像を形成するために超音波診断装置には多様な動作モード（超音波診断
モード）が備わっている。動作モードとして、Ｂモード、Ｍモード、ＣＦＭモード、ＰＷ
モード、ＣＷモード、高調波成分イメージングモード、三次元モード等があげられる。
【００２８】
　超音波診断装置１０は、装置本体１４、プローブ１６、操作パネル１８及び表示器２０
を有する。装置本体１４及びプローブ１６については後述する。操作パネル１８は、トラ
ックボール、スイッチ、キーボード等の入力デバイスを有する。操作パネル１８は図示さ
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れていないサブ表示器も有する。表示器２０は大型スクリーンを有し、それは例えばＬＣ
Ｄパネル又は有機ＥＬパネルによって構成される。超音波診断装置１０は、例えば、カー
ト式装置として構成され又は可搬型装置として構成される。
【００２９】
　プローブ１６は超音波送受波器である。具体的には、プローブ１６は、プローブヘッド
、ケーブル及びコネクタによって構成される。コネクタが装置本体１４に対して着脱可能
に装着される。プローブヘッドは一次元配列された複数の振動素子からなるアレイ振動子
を有している。アレイ振動子によって超音波ビームが形成され、それを電子的に走査する
ことによってビーム走査面が構成される。ビーム走査面は二次元データ取込領域である。
プローブヘッド内に２Ｄアレイ振動子を設け、それによって三次元データ（ボリュームデ
ータ）を取得するようにしてもよい。プローブヘッドは生体表面に当接されるものである
。体腔内挿入型のプローブを利用してもよい。
【００３０】
　装置本体１４は制御部２４及び処理部２６を含む。処理部２６は制御部２４から見て被
制御部であり、それは電子回路、プロセッサ、バッファメモリ等を有するハードウエアで
ある。その中にプログラム動作するプロセッサが含まれてもよい。処理部２６について以
下に具体的に説明する。
【００３１】
　送信回路２８は送信ビームフォーマーとして機能する電子回路である。送信時において
、送信回路２８からアレイ振動子へ複数の送信信号が供給される。これにより送信ビーム
が形成される。受信時において、生体内からの反射波がアレイ振動子で受波されると、そ
こから受信回路３０へ複数の受信信号が出力される。受信回路３０は受信ビームフォーマ
ーとして機能する電子回路である。それは複数のアンプ、複数のＡ／Ｄ変換器、複数の遅
延回路、加算回路等を有する。受信回路３０において、複数の受信信号が整相加算されて
受信ビームに相当するビームデータが形成される。なお、１つのビーム走査面が１つの受
信フレームデータに対応する。１つの受信フレームデータは電子走査方向に並ぶ複数のビ
ームデータにより構成される。個々のビームデータは深さ方向に並ぶ複数のエコーデータ
により構成される。
【００３２】
　ビームデータプロセッサ３２は、ビームデータに対して各種の処理を適用する手段であ
る。その処理には検波、対数変換、相関処理等が含まれる。画像形成プロセッサ３４は、
選択された動作モードに応じて超音波画像を形成する手段である。画像形成プロセッサ３
４で形成された超音波画像のデータ（動画像データ、静止画像データ）が表示処理プロセ
ッサ３６を経由して表示器２０へ送られる。そのスクリーンには超音波画像が表示される
。本実施形態では、動画像データが表示処理プロセッサ３６から画像記録機器１２へも出
力されている。すなわち、超音波検査過程の全体を事後的に把握するために動画像データ
が記録されている。以下に具体的に説明する。
【００３３】
　表示処理プロセッサ３６は、画像合成機能、カラー処理機能等を有する。本実施形態の
表示処理プロセッサは３６、後述する画像生成部４４が生成した操作情報を画像列に付加
する画像合成処理を実行する機能を有する。操作情報はユーザー操作の種別やそれによる
設定値を表す情報である。非フリーズ状態では、画像形成プロセッサ３４が時系列順で並
ぶ複数の画像からなる画像列（動画像）を生成する。表示処理プロセッサ３６は、画像列
に対して複数の操作情報（符号画像）を埋め込むことにより、機能的画像列を生成する。
機能的画像列を表すデータ又は信号が画像記録機器１２へ出力される。それはデジタル信
号又はアナログ信号である。本実施形態では表示器２０に機能的画像列が表示されている
。但し単なる画像列（操作情報を含まない画像列）が表示されてもよい。
【００３４】
　本実施形態では、画像生成部４４が超音波画像に重合又は合成されるグラフィック画像
を生成しており、画像生成部４４は、そのグラフィック画像の中にその一部として符号画
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像を埋め込んでいる。そのようなグラフィック画像が表示処理プロセッサ３６において、
合成対象となる画像に合成される。そのような処理の繰り返しにより検査プロトコル作成
用画像列として機能的画像列が構成される。制御部２４において画像合成が行われてもよ
い。
【００３５】
　後述するように、検査プロトコル作成時には、画像記録機器１２に記録された機能的画
像列（動画像）が再生される。それにより読み出された画像データ又は映像信号が表示処
理プロセッサ３６に入力される。表示処理プロセッサ３６は機能的画像列を制御部２４へ
渡す。表示処理プロセッサ３６はＩ／Ｆ回路又は画像入出力回路として機能する。本実施
形態では機能的画像列は通常の画像データ又は映像信号であるから、それを一般的な又は
汎用の画像記録装置において記録することが可能である。
【００３６】
　制御部２４はＣＰＵ及び動作プログラムにより構成される。制御部２４は、プロトコル
実行制御手段、操作情報付加手段、プロトコル作成手段等として機能する。動作プログラ
ムには、操作アシスト機能を実現するプログラム、並びに、操作情報埋め込み機能及び検
査プロトコル作成機能を実現するプログラムが含まれる。制御部２４は、処理部２６に対
して動作条件を設定し、処理部２６の動作を制御する。
【００３７】
　具体的には、制御部２４は、図示されるように、プロトコル実行部４２、画像生成部４
４及びプロトコル作成部４０を有している。プロトコル実行部４２は、メモリ４５上に格
納された検査プロトコルに従って、超音波検査を構成する各工程において動作条件を設定
し、つまりユーザーに代わってパラメータ設定を行う。本実施形態では、プロトコル実行
部４２は、ｎ番目の工程において（但しn=1,2,3,…）、既定の計測の全部が終了したこと
を前提として、画像ストア操作後にフリーズ解除操作があった場合、ｎ番目の工程を終了
させ、同時にｎ＋１番目の工程の実行が開始されるように、処理部２６を制御する。但し
、工程終了条件としては各種の条件を採用し得る。なお、ユーザーの工程送り操作や工程
戻し操作を受け付けるようにしてもよい。最後の工程の実行完了時点で、未実行の工程や
計測が一覧表示されるようにしてもよい。
【００３８】
　操作アシスト機能の実行中においては、例えば、通常の操作を行うだけで動作モードが
自動的に選択され、また、その動作モードを実行するための実行条件等が自動的に設定さ
れる。計測起動ボタンを順次操作するだけで既定の複数の計測機能が順番に起動する。ま
たストア操作を行うだけで所定の画像記録形式で画像が保存される。そのような操作アシ
スト機能を実現するためのデータ集合が検査プロトコルである。
【００３９】
　画像生成部４４は、本実施形態において、グラフィック画像を生成する。グラフィック
画像は超音波画像に合成される画像であり、図形、記号、文字等を含む画像である。それ
には、操作情報としての符号情報も含まれる。本実施形態において、符号情報は１又は複
数のバーコードにより構成される。それは操作種別及び設定値を符号として表したもので
ある。符号情報として一次元バーコード、二次元バーコード等を利用可能である。図１に
おける記号Ｆは、画像生成部４４から表示処理プロセッサ３６への操作情報を含むグラフ
ィック画像の転送を表現している。
【００４０】
　検査プロトコル作成の基礎をなす超音波検査（対象超音波検査）において、ユーザーが
記録対象となる操作（対象操作）を行うと、その都度、その対象操作の内容を表す操作情
報としての符号情報が生成され、その符号情報がグラフィック画像中にその一部として埋
め込まれる。そのようなグラフィック画像が超音波画像に合成され、機能的画像が構成さ
れる。つまり、対象操作を行うと、その直後にその対象操作の内容が反映された機能的画
像が生成され、それが記録及び表示される。１つの操作当たり複数の画像にわたって同じ
符号情報が埋め込まれるように構成してもよい。なお、本実施形態では、符号情報が埋め
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込まれている画像及び符号情報が埋め込まれていない画像を含む画像列を機能的画像列と
称している。対象超音波検査の最中において機能的画像列が画像記録機器１２に記録され
る。操作情報の一部として、動作状況、設定状況、属性情報その他の情報を超音波画像に
埋め込むようにしてもよい。符号情報が複数のバーコードによって構成されてもよい。そ
の場合において、動作モードを表すバーコード、計測種別を表すバーコード、画像記録様
式を表すバーコード、等を含めるようにしてもよい。必要な情報の全部を備えた単一のバ
ーコードを利用してもよい。バーコード以外の符号化画像を埋め込むようにしてもよい。
【００４１】
　プロトコル作成部４０は、機能的画像列を再生しながら検査プロトコルを自動的に又は
半自動的に作成する機能を有している。図１において記号Ｒは再生時における機能的画像
列の読み取りを表現している。プロトコル作成部４０は操作情報解析部４６を有する。機
能的画像列の再生時において、プロトコル作成部４０は、個々の画像を解析し、画像内の
所定エリアの部分画像を切り出す。次に、その部分画像を解析することにより、特にそこ
に含まれている符号情報を復号化することにより、対象超音波検査時における操作の種別
及び設定値を復元する。プロトコル作成部４０は、そのような解析結果に基づいて超音波
検査を構成する個々の工程の動作条件を設定又は仮設定する。
【００４２】
　以上のように、機能的画像列の再生により、個々の工程についての動作条件として、動
作モード、実行条件、表示条件、画像記録形式、計測の有無、計測の内容等が読み取られ
る。これにより検査プロトコルが作成される。もっとも、検査プロトコルの内容をマニュ
アル修正した上で、修正後の検査プロトコルを保存することも可能である。本実施形態に
おいては、チャプタ単位で登録要否を判断可能なモード、及び、一定の区間内の全チャプ
タを一括して登録するモードを備えている。これについては後に詳述する。
【００４３】
　図２の上段６２には画像記録時のプロセスが示されており、図２の下段６４には画像再
生時のプロセスが示されている。画像記録時においては、操作内容（又は設定内容）が符
号に変換されて、その符号から符号情報が生成される（６６）。その符号情報を含むグラ
フィック画像が生成される（６８）。一方、選択された動作モードに従って受信データに
基づいて超音波画像が生成される（７０）。超音波画像とグラフィック画像とを合成する
ことにより（７２）、機能的画像が生成される。このような処理を繰り返すことにより機
能的画像列が生成される。その機能的画像列が画像記録装置に記録される（７４）。
【００４４】
　一方、機能的画像列の再生時においては（７６）、機能的画像列中の画像から符号情報
が切り出され、それを復号化することにより（７８）、符号が復元される。その符号を解
析することにより（８０）、操作内容が特定される。そのような処理の繰り返しにより検
査プロトコルが作成される（８２）。具体的には、解析された操作内容が取り込まれ（８
４）、それに基づいて工程ごとに動作条件が定義される。その内容が作成者において確認
又は修正される（８６）。
【００４５】
　図３には検査プロトコルの構成例が示されている。検査プロトコルはプロトコル名５２
及び複数のデータブロック５４を有する。各データブロック５４は超音波検査を構成する
各工程（各ビュー）に対応している。具体的には、各データブロック５４は、工程番号５
５、工程名（ビュー名）５６、動作条件５８、計測有無６０、計測内容６１等の情報を含
む。動作条件５８は、動作モード、表示条件、画像保存条件、プリセット番号等を表すも
のである。プリセット番号はデフォルトデータとして指定されたパラメータセットを特定
する識別子である。計測有無６０は工程内に計測が含まれるか否かを示しており、計測が
含まれる場合、計測内容６０として、１又は複数の計測識別子がその実行順で記述される
。図２に示す構成は単なる一例であり、検査プロトコルとして各種のものを採用し得る。
【００４６】
　図４には符号情報が埋め込まれた画像８８が例示されている。画像８８は超音波画像（
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断層画像）９２を含み、また周辺領域９４ａ～９４ｆを含む。周辺領域９４ａ～９４ｆは
、患者名、検査日時、計測条件、サムネイル画像、操作アイコン等が表示されるエリアで
ある。図示の例では、表示エリア９０と周辺領域９４ａとの間に帯状で横長の隙間が生じ
ており、その隙間内に埋込情報エリア９６が設定されている。それは横長の矩形領域であ
る。埋込情報エリア９６は、水平方向（ｘ方向）においてｘ１からｘ２までの幅Ｘａを有
し、垂直方向（ｙ方向）においてｙ１からｙ２までの幅Ｙａを有する。画像８８における
所定エリアとして埋込情報エリアが設定されている。
【００４７】
　埋込情報エリア９６には、図示の例において、２つのバーコード９８，１００が埋め込
まれている。それらは符号情報つまり操作情報を構成するものである。単一のバーコード
又は３つ以上のバーコードが埋め込まれてもよい。一次元バーコードに代えて二次元バー
コードが埋め込まれてもよい。符号情報が可視情報であれば、できるだけそれが目立たな
い位置にしかも読み取りエラーが発生しない位置に、それを埋め込むのが望ましい。後述
するように、画像処理による読み取りを確実に行える限りにおいて、不可視情報として又
は人間にはほとんど読み取れない低輝度の情報として符号情報を構成してもよい。
【００４８】
　図５には機能的画像列の一例が示されている。機能的画像列１０２はフレーム列であり
、その中の一部のフレームＦ１，Ｆ４に符号情報１０４が埋め込まれている。他のフレー
ムＦ２，Ｆ３，Ｆ５には符号情報が埋め込まれていない。このように操作タイミングに応
じて又は間欠的に符号情報１０４が埋め込まれるように構成してもよい。図６には機能的
画像列の他の例が示されている。機能的画像列１０６は複数のフレームＦ１～Ｆ５により
構成され、それらの全部に符号情報１０４が埋め込まれている。
【００４９】
　図７には検査プロトコル設定用の画像が例示されている。表示画面１０８内には超音波
画像１１０が含まれる。その超音波画像１１０は再生中の画像であって動画像又は一時停
止された画像である。
【００５０】
　超音波画像１１０の隣にボックス１１２が表示されている。ボックス１１２は、プロト
コル名１１４を有する。プロトコル名１１４は作成者により又は自動的に記入される。ボ
ックス１１２にはビューリスト１１６が含まれる。ビューリスト１１６中には、それまで
の解析により特定された１又は複数のビュー（１又は複数の工程）に対応する１又は複数
の項目が自動的に生成されている。各項目はビュー番号１１８及びビュー名１２０を含む
。それらは自動的に設定される。ただし、ビュー名やビュー順序を作成者において修正し
得る。現在、３番目のビューについて解析実行中にあり、図示の例では、そのビューに対
応するボックス１２２内に解析結果が表示される。具体的には、ボックス１１２内には解
析により特定された動作条件が自動的に順次記入される。動作条件には、動作モード、モ
ード実行条件（実行パラメータ）等が含まれる。
【００５１】
　ビューの中に計測が含まれる場合、計測リスト１２４が自動生成される。図示の例では
、３番目のビュー内に２つの計測が含まれており、このため計測リスト１２４に２つの項
目が含まれる。個々の項目は計測番号１２６及び計測名１２８を含む。機能的画像の再生
の進行又は解析の進行に伴って、個々の情報が特定され、その情報がボックス１１２内に
反映される。その後の適当なタイミングで、ボックス１１２内の情報を修正することが可
能である。
【００５２】
　ボックス１１２の下部には操作バーが設けられている。操作バーは図示の例において戻
しボタン、再生ボタン、送りボタン、一時停止ボタン、ビュー登録ボタン、プロトコル保
存ボタン等を有する。それらのボタンはアイコンとして構成されている。図示された操作
バーは例示であり、その構成として他のものを採用し得る。
【００５３】
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　以上のような解析の結果として仮の検査プロトコルが作成され、その内容の確認や修正
等を経て、作成者においてプロトコル保存ボタンが操作されると、修正後の検査プロトコ
ルがメモリ上に保存される。もっとも、メモリ上に仮の検査プロトコルが格納された上で
、その内容がマニュアルで修正されてもよい。
【００５４】
　次に図１に示した検査システムの動作例について説明する。図８には第１動作例が示さ
れている。図８の左側（符号１３２参照）には超音波検査を行いながら機能的画像を生成
し記録する流れが示されており、図８の右側（符号１３４参照）には機能的画像列を再生
しながら検査プロトコルを作成する流れが示されている。
【００５５】
　図８において、符号１３６で示す個々のマークは記録対象となる対象操作を示している
。もっとも、マークが付された対象操作は例示である。符号１３８はモード選択時に自動
的に付与されるインデックス列（フラグ列）を示している。隣接する２つのインデックス
の間がチャプタであり、それがビュー又は工程に対応する。
【００５６】
　超音波検査の開始に際して、Ｓ１０ではＢモードが選択される。Ｓ１２ではレンジ（診
断距離）が変更される。その他、図示されていないが必要な操作（設定）が行われる。Ｓ
１４では計測に先立ってフリーズ操作が実行される。その後、Ｓ１６において、計測メニ
ューの中から計測ａが選択され、計測ａが実行される。距離計測であれば２点が２つのマ
ーカーによって指定される。続いて、同じく計測メニューの中から計測ｂが選択され、計
測ｂが実行される。面積計測であれば例えば組織輪郭がマニュアルでトレースされる。フ
リーズ中においては超音波画像が静止画像となるが、操作情報を含むグラフィック画像は
更新され続ける。よって、機能的画像列の中にはフリーズ中の操作を示す操作情報も埋め
込まれる。これによりフリーズ中の操作も非フリーズ（リアルタイム動作）中の操作と同
様に記録及び再生し得る。Ｓ２０ではストア操作が実行される。これにより計測後の画像
が保存される。この例では静止画が保存されている。通常、画像と共に計測値も保存され
る。その後、Ｓ２２でフリーズ解除操作がなされ、Ｓ２４において、ＣＦモードが選択さ
れる。これにより白黒のＢモード画像上にカラー血流画像が合成表示される。
【００５７】
　ＣＦモードの選択時点で２番目のインデックスが付与されている。その時点が１番目の
チャプタの終期である。実際の検査プロトコルを構成する上では、先の工程でフリーズ解
除操作があると、次の工程が直ちに実行される。よって、フリーズ解除操作が工程の終期
に事実上一致する。
【００５８】
　Ｓ２６ではフロー用の関心領域（ＲＯＩ）が設定される。その後、諸操作を経て、Ｓ２
８において、ＰＷモードが選択される。その時点で３番目のインデックスが付与される。
Ｓ３０ではフリーズ操作が実行され、その後、Ｓ３２及びＳ３４において上記同様に計測
ｃ、ｄが順次実行される。Ｓ３６ではストア操作が行われており、Ｓ３８ではフリーズ解
除操作が行われている。Ｓ４０ではＣＷモードが選択されている。その時点で４番目のイ
ンデックスが付与される。
【００５９】
　以上のように、対象操作が生じると、その都度、操作情報が生成され、それが記録画像
としての動画像の中にタイムリーに埋め込まれる。上記動作例では、対象超音波検査の過
程で行われた全操作の内で対象操作だけについて操作情報が生成されている。もっとも、
全操作が反映された機能的画像列を構成するようにしてもよい。また、上記動作例ではモ
ード選択を指標としてチャプタが定義されており、すなわち、ビュー又は工程を定義する
ための前処理が実行されている。
【００６０】
　図８の左側には上記のように再生時の動作つまり検査プロトコル作成時の動作１３４が
示されている。Ｓ５０において再生開始が入力される。Ｓ５２では例えば送り操作が行わ
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れる。それはジャンプ操作、早送り操作等である。図８に示す動作例ではＳ５４で示すよ
うに再生と同時進行で各チャプタ内の操作が解析されている。その際に、解析結果が逐次
表示されてもよい。解析終了時点で解析結果を一括表示することも考えられる。Ｓ５６は
表示されたビューの内容を確認した上で、登録が実行されている。つまり、図８に示す動
作例ではビュー単位で検査プロトコルが登録されている。
【００６１】
　Ｓ５８では送り操作が実行され、その後、チャプタ２の再生と同時に解析が実行されつ
つ、その解析結果が逐次表示されるが、Ｓ６０では送り操作が実行されている。これはチ
ャプタ２についての登録見送りを意味する。その後、チャプタ３について解析が実行され
、Ｓ６２ではその解析結果が逐次表示される。Ｓ６４では再生及び解析を一時停止させた
上で、Ｓ６６で解析結果についての必要な修正が実行され、Ｓ６８でチャプタ３に相当す
る検査プロトコルが登録される。このような過程が繰り返され、最終的にＳ７０において
検査プロトコルが保存される。この図８に示した動作例ではビュー単位で登録の要否が判
断される。
【００６２】
　図９には図１に示した超音波検査システムの第２動作例が示されている。図９の左側に
示された内容は図８の左側に示した内容と同一である。よって、以下においては、図９の
右側の内容つまり機能的画像列の再生に基づく検査プロトコル作成（符号１３４参照）に
ついて説明する。
【００６３】
　Ｓ５０では、機能的画像列の再生操作が行われる。Ｓ５２では送り操作が行われる。Ｓ
８０では解析対象範囲の開始端としてスタートタイミングが指定される。Ｓ８２では解析
対象範囲の終了端としてエンドタイミングが指定される。図示の例ではチャプタ１～チャ
プタ３が解析対象として指定されている。Ｓ８４ではチャプタ１～チャプタ３が解析され
、つまりチャプタごとにそこでの操作内容から当該チャプタに対応するビュー（工程）に
ついて動作条件が自動的に読み取られる。その解析に際しては再生速度がＮ倍速とされる
。解析が完了すると、Ｓ８６において解析結果、つまり３つのビューについて設定された
動作条件が一覧表示される。もちろん、ビュー単位で動作条件が個別表示されてもよい。
【００６４】
　Ｓ８８では作成者において３つのビューの内容に対して必要な修正が施される。その後
、Ｓ９０において修正後の３つのビューが登録された上で、Ｓ９２において上記のように
作成された検査プロトコルが保存される。
【００６５】
　この図９に示した動作例によれば複数のビューにわたって一括登録を行える。一部のチ
ャプタについての解析や登録が不要な場合には第１の動作例を採用すればよい。複数のチ
ャプタの全体について解析や登録を行う方が効率的である場合には第２の動作例を採用す
ればよい。
【００６６】
　図１０には超音波検査システムの他の構成例が示されている。超音波検査システムは、
超音波診断装置１３６、画像記録機器１４０及び情報処理装置としてのＰＣ１４２で構成
される。超音波診断装置１３６は機能的画像列生成装置として機能する。それは操作情報
埋込部１３８を有する。ＰＣ１４２はプロトコル作成部１４４を有し、そのプロトコル作
成部１４４は操作情報解析部１４６を有する。ＰＣ１４２は操作プロトコル作成装置とし
て機能する。
【００６７】
　超音波検査に際して超音波診断装置１３６で機能的画像列が生成され、それが画像記録
機器１４０に記録される。機能的画像列がＰＣ１４２中のプロトコル作成部１４４におい
て再生され、その過程で操作情報解析部１４６が個々の埋込情報から操作内容を特定する
。これにより検査プロトコルが作成され、それは必要に応じて超音波診断装置１３６へ送
られる。
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【００６８】
　図１１には操作情報の埋込に関する変形例が示されている。画像１５０は表示エリア１
５２とその周囲エリア１５３とを含む。周囲エリア１５３は通常、表示されないエリアで
ある。その周囲エリア１５３に符号情報１５４を埋め込むようにしてもよい。このような
構成によれば、符号情報１５４が目障りとなることを回避できる。
【００６９】
　図１２には操作情報の埋込に関する他の変形例が示されている。画像１５６には不可視
の符号情報１５８が埋め込まれている。それは２Ｄバーコードである。それに代えて、人
間の目では読み取り困難な低輝度をもった符号情報を埋め込むようにしてもよい。埋め込
み位置は超音波画像の外側であり、画像処理上において（例えば画素値ヒストグラムの作
成において）符号情報１５８が悪影響を及ぼすことが回避されている。
【００７０】
　上記実施形態においては機能的画像列が検査プロトコルの生成に利用されていたが、機
能的画像列から操作を再現する等の応用例も考えられる。上記実施形態によれば、既に実
行された超音波検査を基礎として検査プロトコルを簡便に作成できる。特に、超音波検査
を実行した者と異なる者においてそれを基礎とした検査プロトコルを作成することが可能
となる。
【符号の説明】
【００７１】
　１０　超音波診断装置、１２　画像記録機器、１４　装置本体、１６　プローブ、２４
　制御部、２６　処理部、４０　プロトコル作成部、４２　プロトコル実行部、４４　画
像生成部（操作情報埋込部）、４６　操作情報解析部。
 
 

【図１】 【図２】
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